
令 和 ６ 年
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（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
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発
行
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活
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法
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づ
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指
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厚
政
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指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
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厚
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課
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令
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六
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ク
リ
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ニ
ン
グ
師
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の
実
施
（
生
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衛
生
課
）
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…
…
…
…

県
営
古
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

山
本
歯
科
診
療
所

柳
井
市
中
央
一
丁
目
一
〇
番
二
〇
号

令
和
六
、

二
、
二
九

オ
リ
ー
ブ
薬
局

宇
部
市
大
字
東
岐
波
五
六
〇
七
の
二

〃

〃

〃

ア
イ
リ
ス
薬
局

〃

〃

二
一
二
九
の
二
〇

〃

〃

〃

コ
ス
モ
ス
薬
局

〃

大
字
中
野
開
作
六
八
の
七

〃

〃

〃

あ
ん
ず
薬
局

〃

東
藤
曲
二
丁
目
五
番
一
三
号

〃

〃

〃

か
り
ん
薬
局

〃

東
梶
返
三
丁
目
一
七
番
二
四
号

〃

〃

〃

あ
か
ね
薬
局

山
口
市
緑
町
三
番
二
六
号

〃

〃

〃

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
薬
局

〃

亀
山
町
六
番
二
号

〃

〃

〃

コ
ス
モ
薬
局

〃

泉
都
町
一
番
三
号

〃

〃

〃

き
き
ょ
う
薬
局

〃

小
郡
下
郷
二
二
二
〇
の
一

〃

〃

〃

フ
ェ
ア
リ
ー
薬
局
山
口
店

〃

矢
原
町
七
番
一
八
号

〃

〃

〃

ハ
ー
ブ
薬
局

〃

中
央
二
丁
目
六
番
一
九
号

〃

〃

〃

れ
も
ん
薬
局

岩
国
市
由
宇
町
由
宇
崎
五
の
三

〃

〃

〃

ゆ
ず
薬
局

〃

南
岩
国
町
四
丁
目
五
七
番
一
一

号

〃

〃

〃

ひ
ま
わ
り
薬
局

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
四
丁
目
五
番
二

号

〃

〃

〃

さ
つ
き
薬
局

〃

北
竜
王
町
一
〇
番
八
号

〃

〃

〃

さ
ゆ
り
薬
局

〃

大
字
小
野
田
一
三
一
五

の
三
〇

〃

〃

〃

つ
く
し
薬
局

〃

大
字
鴨
庄
一
一
の
一
三

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

か
わ
ぞ
え
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
川
添
一
丁
目
二
番
五
号

令
和
六
、

四
、

一

た
に
だ
薬
局
中
尾
店

〃

中
尾
一
丁
目
七
番
一
三
号

〃

一
、

〃

あ
ん
ず
薬
局

〃

東
藤
曲
二
丁
目
五
番
一
三
号

〃

三
、

〃

コ
ス
モ
ス
薬
局

〃

大
字
中
野
開
作
六
八
の
七

〃

〃

〃

ア
イ
リ
ス
薬
局

〃

大
字
東
岐
波
二
一
二
九
の
二
〇

〃

〃

〃

オ
リ
ー
ブ
薬
局

〃

〃

五
六
〇
七
の
二

〃

〃

〃

か
り
ん
薬
局

〃

東
梶
返
三
丁
目
一
七
番
二
四
号

〃

〃

〃

あ
と
も
薬
局

山
口
市
矢
原
町
七
番
一
八
号

〃

〃

〃

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
薬
局

〃

亀
山
町
六
番
二
号

〃

〃

〃

ハ
ー
ブ
薬
局

〃

中
央
二
丁
目
六
番
一
九
号

〃

〃

〃

一
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あ
か
ね
薬
局

〃

緑
町
三
番
二
六
号

〃

〃

〃

コ
ス
モ
薬
局

〃

泉
都
町
一
番
三
号

〃

〃

〃

き
き
ょ
う
薬
局

〃

小
郡
下
郷
二
二
二
〇
の
一

〃

〃

〃

ゆ
ず
薬
局

岩
国
市
南
岩
国
町
四
丁
目
五
七
番
一
一

号

〃

〃

〃

れ
も
ん
薬
局

〃

由
宇
町
由
宇
崎
五
の
三

〃

〃

〃

ウ
ォ
ン
ツ
竜
王
薬
局

山
陽
小
野
田
市
北
竜
王
町
一
五
番
二
四

号

〃

四
、

〃

さ
ゆ
り
薬
局

〃

大
字
小
野
田
一
三
一
五

の
三
〇

〃

三
、

〃

ひ
ま
わ
り
薬
局

〃

日
の
出
四
丁
目
五
番
二

号

〃

〃

〃

さ
つ
き
薬
局

〃

北
竜
王
町
一
〇
番
八
号

〃

〃

〃

つ
く
し
薬
局

〃

鴨
庄
一
一
の
一
三

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

渡
邊
武
司

岩
国
市
今
津
町

一
丁
目
一
〇
番

一
七
号

岩
国
薬
品
く
す

り
箱

岩
国
市
今
津
町

一
丁
目
一
〇
番

一
七
号

居
宅
療

養
管
理

指
導

令
和
六
、三
、
三
一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

渡
邊
武
司

岩
国
市
今
津
町

一
丁
目
一
〇
番

一
七
号

岩
国
薬
品
く
す

り
箱

岩
国
市
今
津
町

一
丁
目
一
〇
番

一
七
号

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

令
和
六
、三
、
三
一

公

告

（
一
一
一
）
令
和
六
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

六
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
六
年
九
月
八
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

㈡

場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会
館

二

試
験
の
内
容

㈠

学
科
試
験

⚑

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

⚒

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

⚓

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

㈡

技
能
試
験

⚑

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

⑴

薬
品
の
鑑
別

⑵

繊
維
の
識
別

⑶

絵
表
示
の
判
別

⚒

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能

白
無
地
カ
ッ
タ
ー
シ
ャ
ツ
（
木
綿
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
も
の
）
の
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

三

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
（
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
六
年
七
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
七

二
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月
二
十
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

五

受
験
願
書
等
の
提
出
先

㈠

県
内
に
居
住
す
る
者

住
所
地
を
所
管
す
る
保
健
所
（
萩
市
又
は
山
陽
小
野
田
市
に
住
所
地
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
当

該
住
所
地
の
市
役
所
と
し
、
防
府
市
に
住
所
地
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
山
口
県
山
口
環
境
保
健
所

と
す
る
。
）

㈡

県
外
に
居
住
す
る
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

六

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書

㈡

履
歴
書

㈢

受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

㈣

写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
撮
影
年
月
日
及
び

氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

七

受
験
手
数
料

八
千
五
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

合
格
者
の
発
表

㈠

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

㈡

受
験
者
は
、
試
験
の
得
点
を
知
り
た
い
場
合
に
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
山
口
県
環
境
生

活
部
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

九

そ
の
他

㈠

受
験
案
内
、
受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
山
口
県
防
府
保
健
所
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
、
萩
市
役
所
、
山
陽
小
野
田
市
役
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
環
境
生

活
部
生
活
衛
生
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

試
験
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
、
萩
市
役
所
、
山
陽
小
野
田
市
役
所
又

は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
九
七
〇
）
に
す
る
こ
と
。

（
一
一
二
）
県
営
古
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

古
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
古
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
六
月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

二
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令
和
六
年
六
月
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
六
月
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


